
　六ヶ所村の令和４年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

92,000 千円

2,462,722 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

412,699 290,054 0 107 6,006 116,532

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

174,699 36,609 0 260 6,755 131,075

児童福祉事業
（子育て支援事業）

876,206 175,617 0 23,444 33,182 643,963

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

10,527 4,394 0 0 301 5,832

その他 33,489 1,920 0 0 1,547 30,022

小　計 1,507,620 508,594 0 23,811 47,791 927,424

国民健康保険事業
（繰出金）

88,294 36,653 0 0 2,531 49,110

介護保険事業
（繰出金）

220,642 14,379 0 0 10,109 196,154

後期高齢者医療事業
（繰出金）

102,584 0 0 0 5,028 97,556

その他 45,093 0 0 0 2,210 42,883

小　計 456,613 51,032 0 0 19,878 385,703

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

375,805 0 0 0 18,419 357,386

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

24,899 0 0 0 1,220 23,679

健康増進事業
（がん検診事業等）

96,470 1,676 0 168 4,638 89,988

その他 1,315 210 0 0 54 1,051

小　計 498,489 1,886 0 168 24,331 472,104

2,462,722 561,512 0 23,979 92,000 1,785,231

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

合　　計

社会福祉

社会保険

その他

分　類 事　業　名
令和4年度
当初予算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他

　平成26年４月より消費税率が５％から８％へ、また、令和元年10月からは10％へ段階的に引き上げられたことに伴い、地方消費税交
付金の増収分（社会保障財源化分）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

保健衛生


